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防災かわら版
第13回 除雪中の事故を防ぐ

　昨冬の豪雪による死者の66％は高齢者で、その82％は除雪作業中の事故が原因でした。
事故防止ポイントを今一度確認し、この冬も事故ゼロで安全にお過ごしください。

　　大雪による大きな建物被害がありましたら、総務課危機管理係 ☎62‐6602 または
　　市消防本部 ☎62‐1119 へお知らせください。罹災証明書の発行手続きなどもご案内します。
問

安全な装備で行う　ー 安全帯・命綱、ヘルメット、滑りにくい靴、水が浸みず暑すぎない格好で ー

はしごの固定を忘れずに！　ー 屋根への移動や昇降時は特に注意！ー

１人で作業しない　ー 作業は家族や近所に声をかけてから、２人以上で！ー

足場の確認を　ー 晴れて気温の高い日や新雪は要注意、屋根の雪が緩む ー

雪下ろしの時は建物のまわりに雪を残す　ー 転落死者の51％は地面に強打 ー

屋根からの落雪に注意　ー 軒下や時間がたった氷のように堅い雪の直撃に注意 ー

命綱、除雪機など用具はこまめに手入れ・点検を　ー 破損や故障がないか定期的な点検を！ー

除雪機の雪詰まり除去は必ずエンジンを切って！　ー 後方・周囲の確認も忘れず ー

作業の時には携帯電話を身につけて　ー 緊急時にすぐ連絡を取れるように ー

除雪作業は重労働　ー 決して無理はせず、体調が悪いときは行わない ー
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命を守る除雪中の事故防止10か条 （国土交通省ほか）

北秋田市再犯防止推進計画（案）に対するパブリックコメントを募集します!
　犯罪をした者等の円滑な社会復帰を促進すること等、再犯の防止に関する施策を国および地方公共団
体が連携し推進するため「北秋田市再犯防止推進計画」の策定にあたり、市民の皆さまからパブリック
コメントを募集します。詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

　　　　 　【閲覧場所】福祉課（本庁舎２階）、各総合窓口センター、各出張所
　　　　 　【募集期間】２月８日（木）～３月８日（金）

　　福祉課地域障がい福祉係 ☎62‐6637問

　障がい者のための施策に関する基本的な計画となる「第４次障がい者計画・第７期障がい福祉計画・
第３期障がい児福祉計画」の策定にあたり、市民の皆さまからパブリックコメントを募集します。
　詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

　　　　 　【閲覧場所】福祉課（本庁舎２階）、各総合窓口センター、各出張所
　　　　 　【募集期間】２月８日（木）～３月８日（金）

　　福祉課地域障がい福祉係 ☎62‐6637問

北秋田市障がい者計画（案）・障がい福祉計画（案）・障がい児福祉計画（案）
に対するパブリックコメントを募集します!

　　市民課国保年金係 ☎62‐1118　／　鷹巣年金事務所国民年金課 ☎62‐1490問

　　福祉課地域障がい福祉係 ☎62‐6637問

お得な国民年金保険料の前納を
　　　　　　　検討してみませんか？

国民年金加入の皆さまへ

保険料の前納とは？

（参考）令和５年度における前納金額と割引額（口座振替の場合）

お手続きについて

　国民年金にご加入の皆さまは毎月の年金保険料を、基本的に納付書で納めていただいておりますが、
保険料をまとめて納付することで割引を受けることができます。

　①基礎年金番号がわかるもの ②金融機関口座がわかるもの ③金融機関届出印 の３点をご準備のうえ、
市役所（本庁舎国保年金係、各総合窓口センター）またはお近くの年金事務所で手続きできます。
　４月末からの６か月前納、１年前納、２年前納をご希望の場合は、２月末までの申し込みをお願いし
ます。なお、３月からは、年度途中からでも口座振替・クレジットカード納付による前納が可能となります。
※現金での前納を希望する場合は年金事務所までお問い合わせください。
※保険料が一部免除された方は、口座振替の前納制度はご利用できません。

※上記は令和５年度の金額であり、令和６年度の金額は２月下旬に厚生労働省ホームページで公表される予定です。

 毎月納付（割引なし） ６か月前納 １年前納 ２年前納

 保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額

 16,520円 ― 97,990円 1,130円 194,090円 4,150円 385,900円 16,100円

国民年金基金制度のご案内
●国民年金基金は、自営業の方やその家族、学生などの国
民年金第１号被保険者の方々が国民年金に上乗せする公
的な年金制度です。

●加入できる方は、国民年金に加入している20歳以上60
歳未満の方および国民年金に任意加入している方です。

●掛金は全額が所得から控除できるので、所得税と住民税
が軽減されます。受け取る年金も公的年金等控除の対象
になりますので、税制面で優遇されます。

●万が一、早期に亡くなったときは、家族に遺族一時金が
支払われますので、掛け捨てになりません。
 （一部の年金タイプを除く）
 遺族一時金は全額非課税です。 ※2023年１月時点。

●ご加入いただいたあとも、掛金の額を口数単位で増減で
きます。

　　全国国民年金基金 南東北支部 ☎0120‐65‐4192
　　〒980‐0021 宮城県仙台市青葉区中央４‐10‐３ MFビル仙台01 12F
問

全国国民年金基金

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（７万円）
および灯油購入費助成金（８千円）

　１月から対象となる世帯へ支給通知書または確認書を送
付しています。必要な手続き等は以下のとおりですので、
２月20日（火）まで【必着】に手続きをしてください。

①支給通知書が送付された世帯
　→手続きは不要です。口座振込で支給しています。
※口座情報の誤り等の理由で送金不能の場合は、手続きが
必要となりますので下記までお問い合わせください。

②確認書が送付された世帯
　→手続きが必要です。
　確認書に必要事項を記入して提出してください。
※次の世帯は、申請が必要な場合があります。
・令和５年１月２日以降に転入した方がいる世帯
・令和５年度住民税が未申告の方がいる世帯 など

※詳細は、市ホームページをご確認ください。

給付金の申請をお忘れなく！


